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 北九州市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年９月１７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第４４号 

   北九州市会計規則の一部を改正する規則 

第１条 北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２４条の３第１項中「の指定代理納付者」を「に規定する指定代理納付

者」に改め、「次項」の次に「及び第６１条第１項第２号」を加える。 

  第６１条第１項中「第４０条に規定する歳入の徴収又は収納の委託手数料

」を「次の各号に掲げる手数料の支払」に、「委託により徴収又は収納した

」を「各号に掲げる」に改め、同項に次の２号を加える。 

（１） 第４０条に規定する歳入の徴収又は収納の事務の委託に係る手数

料 当該委託により徴収し、又は収納した収入金 

（２） 指定代理納付者に納付させる歳入に係る手数料 当該指定代理納

付者が納付する収入金 

第２条 北九州市会計規則の一部を次のように改正する。 

第２４条の３の見出しを「（指定納付受託者の指定に係る協議）」に改め

、同条第１項中「第２３１条の２第６項」を「第２３１条の２の３第１項」

に、「指定代理納付者」を「指定納付受託者」に改め、「次項及び」を削り

、同条第２項を削る。 

第６１条第１項第２号中「指定代理納付者」を「指定納付受託者」に改め

る。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行

する。 

 （１） 次項の規定 公布の日 

（２） 第１条の規定 令和３年１０月１日 

（３） 第２条及び付則第３項の規定 令和４年１月４日 

（経過措置） 

２ 局区長は、前項第３号に掲げる規定の施行の日前に、地方税法等の一部を

改正する法律（令和３年法律第７号。以下「改正法」という。）附則第１９

条第１項の規定により改正法第６条の規定による改正後の地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者
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を指定しようとするときは、第２条の規定による改正後の北九州市会計規則

第２４条の３第１項の規定の例により会計管理者に協議しなければならない

。 

３ 改正法附則第１９条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた

改正法第６条の規定による改正前の地方自治法第２３１条の２第６項に規定

する指定代理納付者に対する第６１条第１項第２号の規定の適用については

、令和５年３月３１日までの間は、なお従前の例による。 
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北九州市告示第３２５－２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定によ

り、指定管理者の指定（平成３０年北九州市告示第５０８号）により告示した

北九州市旧古河鉱業若松ビルの指定管理者の指定を取り消したので、次のとお

り告示する。 

令和３年９月１４日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

指定管理者に指定した者 
指定した期間 取消し年月日 

名称 所在地 

中央興産

株式会社 

北九州市若松区

浜町一丁目１９

番９号 

平成３１年４月１日

から令和６年３月３

１日まで 

令和３年９月９日 
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北九州市告示第３２７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和３年９月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 国道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１９９ １９９ 

号 

前 北九州市門司区西海岸一丁 

目４番１０地先から 

北九州市八幡西区美吉野町 

１１６７番７地先まで 

5.3

～

85.5

46,839.0

  後 北九州市門司区西海岸一丁 

目４番１０地先から 

北九州市八幡西区美吉野町 

１１６７番７地先まで 

5.3

～

85.5

46,838.5

２００ ２００ 

号 

前 北九州市八幡西区筒井町３ 

番１地先から 

北九州市八幡西区大字野面 

２６９番３地先まで 

10.6

～

51.3

14,609.5

  後 北九州市八幡西区筒井町３ 

番１地先から 

北九州市八幡西区大字野面 

２６９番３地先まで 

10.6

～

51.3

14,609.7
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北九州市告示第３２８号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和３年９月１７日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。

  令和３年９月１７日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 道路の種類 国道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

１９９ １９９号 北九州市門司区西海岸一丁目４番１０地先から

北九州市八幡西区美吉野町１１６７番７地先まで

２００ ２００号 北九州市八幡西区筒井町３番１地先から

北九州市八幡西区大字野面２６９番３地先まで

8



北九州市告示第３２９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和３年９月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２７１ 下到津 

戸畑線 

前 北九州市小倉北区下到津四 

丁目６７番地先から 

北九州市戸畑区旭町１６４ 

番地先まで 

17.0

～

51.6

4,105.0

  後 北九州市小倉北区下到津四 

丁目６７番地先から 

北九州市戸畑区旭町１６４ 

番地先まで 

17.0

～

51.6

4,104.1

２１６ 八幡停 

車場線 

前 北九州市八幡東区西本町三 

丁目３番１地先から 

北九州市八幡東区西本町三 

丁目７番６地先まで 

17.0

～

50.0

176.7

  後 北九州市八幡東区西本町三 

丁目３番１地先から 

北九州市八幡東区西本町三 

丁目７番６地先まで 

17.0

～

50.0

176.7

２７３ 築地汐 

入線 

前 北九州市八幡西区屋敷二丁 

目３４番１地先から 

北九州市八幡西区藤田三丁 

目１２６番地先まで 

8.0

～

23.6

1,026.0
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  後 北九州市八幡西区屋敷二丁 

目３４番１地先から 

北九州市八幡西区藤田二丁 

目２１８番２地先まで 

17.6

～

36.6

1,023.4
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北九州市告示第３３０号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和３年９月１７日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。

  令和３年９月１７日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 道路の種類 県道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

２７１ 下到津戸

畑線

北九州市小倉北区下到津四丁目６７番地先から

北九州市戸畑区旭町１６４番地先まで

２１６ 八幡停車

場線

北九州市八幡東区西本町三丁目３番１地先から

北九州市八幡東区西本町三丁目７番６地先まで

２７３ 築地汐入

線

北九州市八幡西区屋敷二丁目３４番１地先から

北九州市八幡西区藤田二丁目２１８番２地先まで
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北九州市告示第３３１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和３年９月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２７９２ 津田新 

町１９ 

号線 

小倉南区津田新町一丁目１０ 

０４番１３地先から 

小倉南区津田新町一丁目津田 

新町一丁目無名橋まで 

4.8

～

6.3

175.8

４０９２ 湯川新 

町６４ 

号線 

小倉南区湯川新町四丁目９０ 

３番１６地先から 

小倉南区湯川新町四丁目９３ 

４番１３地先まで 

4.6

～

7.3

147.2

５７１１ 湯川６ 

２号線 

小倉南区湯川二丁目１１４番 

７地先から 

小倉南区湯川二丁目１１４番 

１地先まで 

3.4

～

4.9

89.0

６０４５ 曽根２ 

２５号 

線 

小倉南区曽根北町２９３７番 

７地先から 

小倉南区中曽根東五丁目３７ 

５４番１地先まで 

16.0 370.3

６０７２ 新曽根 

曽根１ 

号線 

小倉南区新曽根４３４２番４ 

地先から 

小倉南区大字曽根４３６０番 

４地先まで 

12.0

～

13.3

150.8

６０７８ 中曽根 小倉南区中曽根東四丁目１８ 12.0 130.5
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東１４ 

号線 

６４番１地先から 

小倉南区中曽根東四丁目１８ 

４４番１地先まで 

～

16.0

６３８２ 長尾６ 

１号線 

小倉南区長尾二丁目３１７番 

５地先から 

小倉南区長尾二丁目３１７番 

１５地先まで 

4.0 25.2

２１１２ 荒生田 

８号線 

八幡東区荒生田一丁目１２０ 

２番５地先から 

八幡東区荒生田一丁目１２０ 

２番１３地先まで 

3.9

～

4.5

46.8

６５５ 楠橋南 

楠橋上 

方１号 

線 

八幡西区楠橋南一丁目１５７ 

番３地先から 

八幡西区楠橋東一丁目９８２ 

番１地先まで 

16.7

～

48.9

1,468.8

７０１８ 上上津 

役１５ 

１号線 

八幡西区上上津役三丁目１３ 

９４番２８地先から 

八幡西区上上津役三丁目１３ 

９４番３３地先まで 

5.0 70.3

７０８９ 楠橋東 

２号線 

八幡西区楠橋東一丁目１０２ 

６番１地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１０２ 

４番１地先まで 

4.8

～

5.0

40.2

７０９１ 楠橋南 

４号線 

八幡西区楠橋南一丁目１７９ 

番２４地先から 

八幡西区楠橋南一丁目１７９ 

番８地先まで 

3.6

～

4.1

83.9

７０９２ 馬場山 

緑７号 

線 

八幡西区馬場山緑８１２番１ 

０地先から 

八幡西区馬場山緑８１２番１ 

７地先まで 

5.0

～

5.1

30.7

７０９３ 馬場山 八幡西区馬場山緑８６６番６ 3.5 134.6
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緑８号 

線 

地先から 

八幡西区馬場山緑８８１番９ 

地先まで 

～

21.7
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北九州市告示第３３２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和３年９月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２４５５ 西新町 

１３号 

線 

前 門司区西新町二丁目６番７ 

地先から 

門司区西新町二丁目１５番 

１３地先まで 

6.0

～

15.0

260.1

  後 門司区西新町二丁目６番７ 

地先から 

門司区西新町二丁目１５番 

１３地先まで 

5.8

～

15.0

259.1

２８４４ 柳町１ 

０号線 

前 門司区柳町三丁目１４番５ 

地先から 

門司区柳町三丁目１５番１ 

７地先まで 

2.3

～

4.0

128.3

  後 門司区柳町三丁目１４番５ 

地先から 

門司区柳町三丁目１５番１ 

７地先まで 

2.3

～

4.0

128.1

２８６９ 柳町３ 

５号線 

前 門司区柳町三丁目１５番１ 

７地先から 

門司区柳町三丁目１０番７ 

地先まで 

2.2

～

4.3

190.9
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  後 門司区柳町三丁目１５番１ 

７地先から 

門司区柳町三丁目１０番７ 

地先まで 

2.4

～

4.3

191.1

３０６９ 西新町 

２４号 

線 

前 門司区西新町二丁目１５番 

１３地先から 

門司区西新町二丁目１５番 

２４地先まで 

1.9

～

6.0

113.1

  後 門司区西新町二丁目１５番 

２０地先から 

門司区西新町二丁目１５番 

２４地先まで 

1.9

～

6.3

112.8

５０４ 大門金 

田１号 

線 

前 小倉北区大門一丁目３６２ 

番１地先から 

小倉北区田町９１番地先ま 

で 

23.0

～

28.0

894.4

  後 小倉北区大門一丁目３６２ 

番１地先から 

小倉北区田町９１番地先ま 

で 

23.0

～

28.0

894.8

５３８ 中井井 

堀１号 

線 

前 小倉北区中井二丁目１０９ 

番５地先から 

小倉北区井堀二丁目５番５ 

地先まで 

14.5

～

15.4

738.3

  後 小倉北区中井二丁目１０９ 

番５地先から 

小倉北区井堀二丁目５番５ 

地先まで 

14.5

～

15.4

738.7

５３９ 井堀１ 

号線 

前 小倉北区井堀三丁目３番３ 

地先から 

小倉北区井堀四丁目７番１ 

２地先まで 

14.3

～

16.6

733.5
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  後 小倉北区井堀一丁目２０２ 

番５地先から 

小倉北区井堀四丁目７番１ 

２地先まで 

14.3

～

16.6

733.9

５４０ 中井１ 

号線 

前 小倉北区中井五丁目１７番 

９地先から 

小倉北区中井五丁目１９番 

１地先まで 

17.9

～

21.0

316.0

  後 小倉北区中井五丁目１７番 

９地先から 

小倉北区中井五丁目１９番 

１地先まで 

17.8

～

21.0

315.7

５４１ 井堀２ 

号線 

前 小倉北区井堀三丁目１０番 

１地先から 

小倉北区井堀四丁目７番１ 

２地先まで 

17.1

～

22.2

628.3

  後 小倉北区井堀四丁目８番１ 

１地先から 

小倉北区井堀三丁目１０番 

１地先まで 

17.1

～

22.2

628.4

７０１ 赤坂上 

富野１ 

号線 

前 小倉北区赤坂四丁目３５９ 

番５地先から 

小倉北区上富野五丁目１０ 

４番１地先まで 

5.4

～

12.8

1,116.2

  後 小倉北区赤坂四丁目３５９ 

番２２地先から 

小倉北区上富野五丁目１０ 

４番１地先まで 

5.8

～

12.8

1,116.4

７４１ 中井井 

堀２号 

線 

前 小倉北区中井三丁目１番１ 

地先から 

小倉北区井堀三丁目３６番 

１２地先まで 

10.7

～

11.2

1,188.0
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  後 小倉北区中井三丁目１番１ 

地先から 

小倉北区井堀三丁目３６番 

１２地先まで 

10.7

～

11.2

1,187.8

７４２ 高峰町 

板櫃町 

１号線 

前 小倉北区高峰町１１番１地 

先から 

小倉北区板櫃町３１番７地 

先まで 

9.6

～

9.9

973.0

  後 小倉北区高峰町１１番１地 

先から 

小倉北区板櫃町３１番１３ 

地先まで 

9.6

～

9.9

972.7

１１１６ 赤坂２ 

８号線 

前 小倉北区赤坂四丁目１７６ 

０番４９地先から 

門司区西新町二丁目２４番 

１地先まで 

4.7

～

13.7

337.3

  後 小倉北区赤坂四丁目１７６ 

０番６５地先から 

小倉北区赤坂四丁目１７６ 

０番１１１地先まで 

4.7

～

6.5

336.3

１２１５ 井堀５ 

号線 

前 小倉北区井堀三丁目１０番 

１０地先から 

小倉北区井堀三丁目２４番 

７地先まで 

4.0

～

4.1

221.4

  後 小倉北区井堀三丁目１０番 

１０地先から 

小倉北区井堀三丁目２４番 

７地先まで 

4.0

～

4.4

221.3

１２１６ 井堀６ 

号線 

前 小倉北区井堀五丁目９番１ 

地先から 

小倉北区井堀三丁目２４番 

１３地先まで 

5.9

～

6.1

205.3
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  後 小倉北区井堀三丁目９番１ 

地先から 

小倉北区井堀三丁目２４番 

１３地先まで 

5.9

～

6.1

205.7

１２２５ 井堀１ 

５号線 

前 小倉北区井堀三丁目２番１ 

地先から 

小倉北区井堀三丁目１番１ 

２地先まで 

5.9

～

6.5

149.2

  後 小倉北区井堀三丁目２番１ 

地先から 

小倉北区井堀三丁目１番１ 

２地先まで 

6.0

～

6.2

148.9

１２２６ 井堀１ 

６号線 

前 小倉北区井堀三丁目７番１ 

地先から 

小倉北区井堀三丁目１３番 

８地先まで 

5.9

～

6.0

193.4

  後 小倉北区井堀三丁目７番１ 

地先から 

小倉北区井堀三丁目１３番 

８地先まで 

5.9

～

6.0

193.3

１２２７ 井堀１ 

７号線 

前 小倉北区井堀三丁目５番１ 

地先から 

小倉北区井堀三丁目４番１ 

３地先まで 

5.6

～

6.1

154.3

  後 小倉北区井堀三丁目５番１ 

１地先から 

小倉北区井堀三丁目４番１ 

３地先まで 

5.6

～

6.1

154.5

１２３１ 井堀２ 

１号線 

前 小倉北区井堀一丁目２０２ 

番１地先から 

小倉北区井堀四丁目１１番 

５地先まで 

3.8

～

6.2

755.4
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  後 小倉北区井堀一丁目２０２ 

番１地先から 

小倉北区井堀四丁目１１番 

５地先まで 

3.8

～

6.2

755.0

１２５２ 井堀４ 

２号線 

前 小倉北区井堀二丁目２番１ 

地先から 

小倉北区井堀二丁目１３番 

１地先まで 

5.6

～

6.8

283.3

  後 小倉北区井堀二丁目２番１ 

地先から 

小倉北区井堀二丁目１３番 

１地先まで 

5.6

～

6.6

282.7

１２５３ 井堀４ 

３号線 

前 小倉北区井堀二丁目１１番 

１地先から 

小倉北区井堀二丁目１３番 

１１地先まで 

5.8

～

5.9

291.4

  後 小倉北区井堀二丁目１１番 

１地先から 

小倉北区井堀二丁目１３番 

１１地先まで 

5.6

～

5.9

291.4

１２５５ 井堀４ 

５号線 

前 小倉北区井堀二丁目３番４ 

地先から 

小倉北区井堀二丁目４番６ 

地先まで 

3.7

～

5.8

130.7

  後 小倉北区井堀二丁目３番４ 

地先から 

小倉北区井堀二丁目４番６ 

地先まで 

3.7

～

5.8

130.9

１２５７ 井堀４ 

７号線 

前 小倉北区井堀二丁目４番２ 

地先から 

小倉北区井堀二丁目７番１ 

４地先まで 

3.6

～

4.0

67.3
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  後 小倉北区井堀二丁目４番２ 

地先から 

小倉北区井堀二丁目７番１ 

４地先まで 

3.6

～

4.0

67.1

１２５８ 井堀４ 

８号線 

前 小倉北区井堀二丁目２番４ 

地先から 

小倉北区井堀二丁目３番６ 

地先まで 

4.8

～

7.0

74.1

  後 小倉北区井堀二丁目２番４ 

地先から 

小倉北区井堀二丁目３番６ 

地先まで 

6.4

～

6.6

75.4

１２５９ 井堀４ 

９号線 

前 小倉北区井堀二丁目１番１ 

９地先から 

小倉北区井堀二丁目３番６ 

地先まで 

3.7

～

5.7

34.7

  後 小倉北区井堀二丁目１番３ 

１地先から 

小倉北区井堀二丁目３番６ 

地先まで 

4.1

～

5.5

34.6

１２７８ 板櫃町 

８号線 

前 小倉北区板櫃町１３８６番 

４地先から 

小倉北区板櫃町３番２地先 

まで 

2.4

～

7.3

867.7

  後 小倉北区板櫃町３番２地先 

から 

小倉北区板櫃町１３８６番 

４地先まで 

2.4

～

7.3

868.0

１９９７ 皿山町 

１号線 

前 小倉北区皿山町２５７１番 

４地先から 

小倉北区皿山町１９４６番 

地先まで 

2.0

～

8.7

221.0
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  後 小倉北区皿山町２５７１番 

４地先から 

小倉北区皿山町１９４６番 

地先まで 

3.0

～

8.9

221.2

２０６５ 下到津 

１０号 

線 

前 小倉北区下到津二丁目２番 

１地先から 

小倉北区下到津三丁目１２ 

０７番５地先まで 

1.9

～

9.4

267.4

  後 小倉北区下到津二丁目２番 

１地先から 

小倉北区下到津三丁目１２ 

０７番５地先まで 

1.9

～

9.4

267.9

２０８６ 下到津 

３１号 

線 

前 小倉北区下到津四丁目３４ 

番２地先から 

小倉北区下到津四丁目７７ 

番２地先まで 

4.4

～

19.5

796.4

  後 小倉北区下到津四丁目３４ 

番２地先から 

小倉北区下到津四丁目７７ 

番２地先まで 

4.4

～

19.5

796.7

２０９１ 下到津 

３６号 

線 

前 小倉北区下到津二丁目４番 

１地先から 

小倉北区下到津二丁目１２ 

４９番３０地先まで 

2.9

～

3.6

78.8

  後 小倉北区下到津二丁目４番 

１地先から 

小倉北区下到津二丁目１２ 

４９番３０地先まで 

2.9

～

3.6

78.6

２０９２ 下到津 

３７号 

線 

前 小倉北区下到津二丁目３番 

１地先から 

小倉北区下到津二丁目２番 

４地先まで 

2.6

～

3.9

27.7

22



  後 小倉北区下到津二丁目３番 

１地先から 

小倉北区下到津二丁目２番 

４地先まで 

2.6

～

4.3

28.1

２０９７ 下到津 

４２号 

線 

前 小倉北区下到津二丁目１２ 

番１地先から 

小倉北区下到津二丁目４番 

２地先まで 

3.0

～

10.1

421.8

  後 小倉北区下到津二丁目１２ 

番１地先から 

小倉北区下到津二丁目４番 

２地先まで 

3.0

～

7.6

421.8

２３３２ 白萩町 

４号線 

前 小倉北区白萩町４番５地先 

から 

小倉北区白萩町１番３地先 

まで 

4.0

～

6.9

379.7

  後 小倉北区白萩町４番５地先 

から 

小倉北区白萩町１番３地先 

まで 

4.0 379.9

２４８５ 田町７ 

号線 

前 小倉北区田町１番２０地先 

から 

小倉北区田町１０１番８地 

先まで 

3.8

～

6.1

195.2

  後 小倉北区田町１番２０地先 

から 

小倉北区田町１０１番８地 

先まで 

3.4

～

6.1

195.5

２５６６ 中井３ 

号線 

前 小倉北区中井三丁目７番１ 

６地先から 

小倉北区中井五丁目１８番 

５地先まで 

4.9

～

10.6

907.9
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  後 小倉北区中井三丁目７番１ 

６地先から 

小倉北区中井五丁目１８番 

５地先まで 

4.9

～

10.6

908.0

２５６８ 中井５ 

号線 

前 小倉北区中井四丁目１０番 

８地先から 

小倉北区中井四丁目１９番 

１地先まで 

6.0

～

7.5

524.5

  後 小倉北区中井四丁目１０番 

８地先から 

小倉北区中井四丁目１９番 

１地先まで 

6.0

～

7.5

523.6

２５８８ 中井２ 

５号線 

前 小倉北区中井五丁目１５番 

１４地先から 

小倉北区中井五丁目６番３ 

地先まで 

5.9

～

7.1

379.8

  後 小倉北区中井五丁目１５番 

１４地先から 

小倉北区中井五丁目６番３ 

地先まで 

5.9

～

7.1

379.2

２５９０ 中井２ 

７号線 

前 小倉北区中井四丁目９番１ 

１地先から 

小倉北区中井四丁目７番１ 

地先まで 

6.0

～

7.1

265.5

  後 小倉北区中井四丁目９番１ 

０地先から 

小倉北区中井四丁目７番１ 

地先まで 

5.9

～

7.1

265.2

２５９９ 中井３ 

６号線 

前 小倉北区中井三丁目５番１ 

地先から 

小倉北区中井三丁目１４番 

１５地先まで 

5.8

～

6.2

830.7
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  後 小倉北区中井三丁目５番１ 

地先から 

小倉北区中井五丁目１４番 

１５地先まで 

5.8

～

6.2

830.5

３０７０ 井堀６ 

２号線 

前 小倉北区井堀一丁目２０１ 

番１地先から 

小倉北区井堀一丁目１３１ 

８番６地先まで 

6.0

～

7.0

61.0

  後 小倉北区井堀一丁目２０１ 

番２地先から 

小倉北区井堀一丁目１３１ 

８番６地先まで 

5.7

～

6.7

61.3

３１１３ 皿山町 

２１号 

線 

前 小倉北区皿山町８３番地先 

から 

小倉北区皿山町１０２番地 

先まで 

5.0

～

5.2

158.8

  後 小倉北区皿山町８３番地先 

から 

小倉北区皿山町１０２番地 

先まで 

5.0

～

5.3

159.6

５３５ 湯川飛 

行場線 

前 小倉南区湯川五丁目８６３ 

番５地先から 

小倉南区大字曽根３３２６ 

番３地先まで 

29.9

～

60.5

4,369.7

  後 小倉南区湯川五丁目８６３ 

番５地先から 

小倉南区中曽根東四丁目１ 

８６４番１地先まで 

29.9

～

36.8

4,389.4

７０７ 曽根下 

曽根１ 

号線 

前 小倉南区下曽根二丁目３８ 

３３番地先から 

小倉南区大字曽根３３２６ 

番１地先まで 

5.0

～

28.7

2,503.9
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  後 小倉南区下曽根二丁目３８ 

３３番地先から 

小倉南区大字曽根３３２６ 

番１地先まで 

5.0

～

28.7

2,503.9

２１６８ 下曽根 

２０号 

線 

前 小倉南区下曽根一丁目２３ 

４８番１地先から 

小倉南区下曽根一丁目２３ 

１９番１地先まで 

1.0

～

3.1

163.0

  後 小倉南区下曽根一丁目２３ 

４８番８地先から 

小倉南区下曽根一丁目２３ 

１９番１地先まで 

1.0

～

5.1

162.8

２１６９ 下曽根 

２１号 

線 

前 小倉南区下曽根一丁目２３ 

２５番２地先から 

小倉南区下曽根一丁目２３ 

３８番２地先まで 

2.5

～

3.1

128.6

  後 小倉南区下曽根一丁目２３ 

２５番２地先から 

小倉南区下曽根一丁目２３ 

３８番２地先まで 

2.5

～

3.1

128.6

２４４９ 曽根８ 

３号線 

前 小倉南区中曽根東四丁目１ 

６６８番１８地先から 

小倉南区中曽根東三丁目１ 

６６３番２地先まで 

1.8

～

6.6

570.0

  後 小倉南区中曽根東四丁目１ 

６６８番１８地先から 

小倉南区中曽根東三丁目１ 

６６３番２地先まで 

1.8

～

6.6

568.6

２４５３ 曽根８ 

７号線 

前 小倉南区中曽根東二丁目１ 

９６２番３地先から 

小倉南区大字曽根１６９９ 

番地先まで 

2.7

～

6.9

1,140.8
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  後 小倉南区中曽根東二丁目１ 

９６２番３地先から 

小倉南区大字曽根１６９９ 

番地先まで 

2.5

～

6.9

1,140.7

２４６０ 曽根９ 

４号線 

前 小倉南区大字曽根１８７６ 

番地先から 

小倉南区中曽根新町１８６ 

５番１地先まで 

1.0

～

1.4

123.2

  後 小倉南区大字曽根１８７６ 

番地先から 

小倉南区中曽根東四丁目１ 

８６５番１地先まで 

0.7

～

1.4

123.7

２４６１ 曽根９ 

５号線 

前 小倉南区大字曽根１８４３ 

番２地先から 

小倉南区大字曽根１８５０ 

番地先まで 

0.7

～

2.5

152.2

  後 小倉南区大字曽根１８４３ 

番２地先から 

小倉南区大字曽根１８５０ 

番地先まで 

0.7

～

1.1

152.3

２４６３ 曽根９ 

７号線 

前 小倉南区大字曽根１８５７ 

番地先から 

小倉南区中曽根東四丁目１ 

６７６番８地先まで 

3.0

～

9.8

128.7

  後 小倉南区大字曽根１８５７ 

番地先から 

小倉南区中曽根東四丁目１ 

６７６番１地先まで 

2.7

～

9.6

127.8

２４９８ 曽根１ 

３２号 

線 

前 小倉南区大字曽根３６４番 

１地先から 

小倉南区大字曽根３９６番 

２地先まで 

2.0

～

5.1

174.3

27



  後 小倉南区大字曽根３６４番 

１地先から 

小倉南区上曽根二丁目３９ 

６番３地先まで 

2.0

～

5.1

174.3

２６３７ 田原１ 

号線 

前 小倉南区田原二丁目１７１ 

番１地先から 

小倉南区田原二丁目３０番 

１地先まで 

1.9

～

6.1

119.3

  後 小倉南区田原二丁目１７１ 

番１地先から 

小倉南区田原二丁目３０番 

１地先まで 

1.8

～

6.1

119.6

２７７８ 津田新 

町５号 

線 

前 小倉南区津田新町一丁目１ 

００４番５地先から 

小倉南区津田新町二丁目９ 

４０番１地先まで 

1.0

～

2.3

189.1

  後 小倉南区津田新町一丁目１ 

００４番５地先から 

小倉南区津田新町一丁目１ 

０１２番１地先まで 

1.0

～

3.1

190.3

２７９２ 津田新 

町１９ 

号線 

前 小倉南区津田新町一丁目１ 

００４番１３地先から 

小倉南区津田新町一丁目１ 

００７番５地先まで 

6.1

～

6.2

131.6

  後 小倉南区津田新町一丁目１ 

００４番１３地先から 

小倉南区津田新町一丁目津 

田新町一丁目無名橋まで 

4.8

～

6.3

175.8

２９５８ 長尾２ 

１号線 

前 小倉南区長尾二丁目３１４ 

番１３地先から 

小倉南区長尾二丁目３１８ 

番２１地先まで 

6.0

～

11.4

136.8
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  後 小倉南区長尾二丁目３１４ 

番１３地先から 

小倉南区長尾二丁目３１８ 

番２１地先まで 

6.0

～

7.0

136.9

４００２ 湯川２ 

５号線 

前 小倉南区湯川三丁目２４１ 

番８地先から 

小倉南区湯川二丁目１１４ 

番８地先まで 

5.9

～

6.3

80.5

  後 小倉南区湯川三丁目２４１ 

番８地先から 

小倉南区湯川二丁目１１４ 

番８地先まで 

5.9

～

6.5

75.8

４００５ 湯川２ 

８号線 

前 小倉南区湯川二丁目８３番 

１地先から 

小倉南区湯川二丁目１１５ 

番２６地先まで 

1.0

～

8.5

713.6

  後 小倉南区湯川二丁目８３番 

１地先から 

小倉南区湯川二丁目１１５ 

番２６地先まで 

1.0

～

8.5

713.6

４０３１ 湯川新 

町３号 

線 

前 小倉南区湯川新町四丁目８ 

５４番１地先から 

小倉南区上葛原二丁目９４ 

９番２地先まで 

1.8

～

7.5

455.6

  後 小倉南区湯川新町四丁目８ 

５４番１地先から 

小倉南区上葛原二丁目９４ 

９番２地先まで 

1.8

～

7.5

455.2

４０９１ 湯川新 

町６３ 

号線 

前 小倉南区湯川新町四丁目９ 

０２番１３地先から 

小倉南区湯川新町四丁目９ 

０１番１９地先まで 

5.5

～

8.2

124.5
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  後 小倉南区湯川新町四丁目９ 

０２番１３地先から 

小倉南区湯川新町四丁目９ 

０１番１９地先まで 

5.5

～

6.1

124.9

４０９２ 湯川新 

町６４ 

号線 

前 小倉南区湯川新町四丁目９ 

０３番１６地先から 

小倉南区湯川新町四丁目９ 

３４番地先まで 

4.4

～

8.7

95.5

  後 小倉南区湯川新町四丁目９ 

０３番１６地先から 

小倉南区湯川新町四丁目９ 

３４番１３地先まで 

4.6

～

7.3

147.2

４６７７ 南若園 

横代北 

町１号 

線 

前 小倉南区南若園町２１９番 

１地先から 

小倉南区横代北町二丁目８ 

９６番３地先まで 

24.0

～

56.2

1,468.1

  後 小倉南区南若園町２１９番 

１地先から 

小倉南区横代北町二丁目８ 

９６番３地先まで 

24.0

～

41.4

1,467.8

５６１９ 湯川６ 

０号線 

前 小倉南区大字湯川９３４番 

１８地先から 

小倉南区大字湯川９３４番 

１９地先まで 

6.0 66.4

  後 小倉南区湯川新町四丁目９ 

３４番１８地先から 

小倉南区湯川新町四丁目９ 

３４番１９地先まで 

6.0 68.0

５６２０ 湯川６ 

１号線 

前 小倉南区大字湯川９３４番 

２５地先から 

小倉南区大字湯川９３４番 

３４地先まで 

6.0 120.0
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  後 小倉南区湯川新町四丁目９ 

３４番３３地先から 

小倉南区湯川新町四丁目９ 

３４番３４地先まで 

6.0 119.2

５８１９ 中曽根 

東７号 

線 

前 小倉南区中曽根新町１４７ 

１番１地先から 

小倉南区中曽根東四丁目１ 

６７５番１地先まで 

21.8

～

36.0

884.6

  後 小倉南区中曽根新町１４７ 

１番１地先から 

小倉南区中曽根東四丁目１ 

８５９番１地先まで 

21.8

～

36.0

889.9

６１４９ 津田新 

町５６ 

号線 

前 小倉南区津田新町二丁目９ 

３８番３８地先から 

小倉南区津田新町二丁目９ 

４５番９地先まで 

5.9

～

9.5

113.5

  後 小倉南区津田新町二丁目９ 

３８番３８地先から 

小倉南区津田新町二丁目９ 

４５番９地先まで 

5.7

～

6.6

112.4

７２８ 藤ノ木 

１号線 

前 若松区藤ノ木二丁目１１２ 

５番５地先から 

若松区藤ノ木三丁目１５０ 

０番３地先まで 

4.1

～

21.2

434.4

  後 若松区藤ノ木二丁目１９２ 

６番９地先から 

若松区藤ノ木三丁目１５０ 

０番３地先まで 

5.6

～

20.8

434.9

２８９１ 藤ノ木 

９号線 

前 若松区藤ノ木二丁目１９２ 

６番１地先から 

若松区藤ノ木二丁目８２２ 

番３地先まで 

3.6

～

8.7

395.8
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  後 若松区藤ノ木二丁目１９２ 

６番９地先から 

若松区藤ノ木二丁目８２２ 

番３地先まで 

3.6

～

8.7

403.1

２８９３ 藤ノ木 

１１号 

線 

前 若松区赤島町１番１５地先 

から 

若松区藤ノ木二丁目１１２ 

５番５地先まで 

4.9

～

8.6

94.4

  後 若松区赤島町１番１５地先 

から 

若松区藤ノ木二丁目１１２ 

５番５地先まで 

4.9

～

5.6

94.3

２８９４ 藤ノ木 

１２号 

線 

前 若松区藤ノ木二丁目１９２ 

７番１０地先から 

若松区藤ノ木二丁目１９２ 

７番１８地先まで 

5.4

～

9.0

256.5

  後 若松区藤ノ木二丁目１９２ 

７番１０地先から 

若松区藤ノ木二丁目１９２ 

７番１８地先まで 

5.3

～

9.0

251.5

５０５ 神山町 

花尾町 

１号線 

前 八幡東区神山町１４３２番 

２６地先から 

八幡東区花尾町１０２番２ 

６地先まで 

5.8

～

19.9

2,260.9

  後 八幡東区神山町１４３２番 

２６地先から 

八幡東区花尾町１０２番２ 

６地先まで 

7.0

～

13.5

2,260.9

１０５７ 祝町６ 

号線 

前 八幡東区祝町二丁目１２１ 

８番５地先から 

八幡東区祝町二丁目１１８ 

４番１３地先まで 

7.0

～

10.8

288.5
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  後 八幡東区祝町二丁目１２１ 

８番５地先から 

八幡東区祝町二丁目１１８ 

４番１３地先まで 

7.0

～

10.8

288.2

１５２１ 西台良 

町８号 

線 

前 八幡東区西台良町１３１番 

６地先から 

八幡東区西台良町１３２番 

９地先まで 

2.8

～

7.0

109.3

  後 八幡東区西台良町１３１番 

６地先から 

八幡東区西台良町１３２番 

９地先まで 

2.9

～

4.6

109.5

１６２９ 東山１ 

号線 

前 八幡東区東山二丁目１１３ 

５番５地先から 

八幡東区東山一丁目２２２ 

８番地先まで 

7.2

～

16.5

327.7

  後 八幡東区東山二丁目１１３ 

５番５地先から 

八幡東区東山一丁目２２２ 

８番地先まで 

7.2

～

16.5

327.7

６５５ 楠橋南 

楠橋上 

方１号 

線 

前 八幡西区馬場山緑８７０番 

２地先から 

八幡西区楠橋東一丁目９８ 

２番１地先まで 

16.7

～

49.0

751.7

  後 八幡西区楠橋南一丁目１５ 

７番３地先から 

八幡西区楠橋東一丁目９８ 

２番１地先まで 

16.7

～

48.9

1,468.8

７２３ 町上津 

役東上 

上津役 

１号線 

前 八幡西区町上津役東一丁目 

１３９４番１地先から 

八幡西区上上津役四丁目１ 

０６１番１地先まで 

7.6

～

20.0

631.5
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  後 八幡西区町上津役東一丁目 

１３９４番１地先から 

八幡西区上上津役四丁目１ 

０６１番１地先まで 

7.6

～

20.0

631.0

７３２ 楠橋１ 

１号線 

前 八幡西区大字楠橋９７５番 

１地先から 

八幡西区大字楠橋７４７番 

１地先まで 

6.4

～

15.4

427.2

  後 八幡西区楠橋東二丁目９７ 

５番１地先から 

八幡西区大字楠橋７４７番 

１地先まで 

6.4

～

15.4

445.4

７６６ 馬場山 

楠橋１ 

号線 

前 八幡西区大字馬場山８６６ 

番１地先から 

八幡西区大字楠橋４４３番 

３地先まで 

6.2

～

14.4

933.6

  後 八幡西区馬場山緑８６６番 

１地先から 

八幡西区大字楠橋４４３番 

３地先まで 

6.2

～

14.4

923.0

７６７ 馬場山 

３号線 

前 八幡西区茶屋の原一丁目２ 

７７番３地先から 

八幡西区馬場山緑８６５番 

３地先まで 

6.0

～

19.0

1,276.5

  後 八幡西区茶屋の原一丁目２ 

７７番３地先から 

八幡西区馬場山緑８６５番 

３地先まで 

6.0

～

19.0

1,248.9

２３９８ 上上津 

役４９ 

号線 

前 八幡西区上上津役四丁目１ 

３９４番７地先から 

八幡西区上上津役三丁目１ 

３９４番１地先まで 

6.0

～

7.0

309.0
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  後 八幡西区上上津役四丁目１ 

３９４番７地先から 

八幡西区上上津役三丁目１ 

３９４番１地先まで 

6.0

～

7.0

309.1

２３９９ 上上津 

役５０ 

号線 

前 八幡西区上上津役三丁目１ 

４７９番地先から 

八幡西区上上津役三丁目１ 

４５９番地先まで 

1.0

～

4.1

162.4

  後 八幡西区上上津役三丁目１ 

４７９番地先から 

八幡西区上上津役三丁目１ 

３９４番３２地先まで 

1.0

～

5.6

162.2

２６４２ 楠橋４ 

０号線 

前 八幡西区大字楠橋１４６５ 

番１地先から 

八幡西区大字楠橋１１４９ 

番２地先まで 

1.3

～

8.0

515.0

  後 八幡西区大字楠橋１４６５ 

番１地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１１ 

５２番４地先まで 

2.9

～

9.9

523.3

２６４５ 楠橋４ 

３号線 

前 八幡西区大字楠橋１１２１ 

番地先から 

八幡西区大字楠橋１１５１ 

番１地先まで 

3.1

～

8.8

178.2

  後 八幡西区大字楠橋１１２１ 

番地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１１ 

５２番４地先まで 

3.1

～

8.8

147.7

２６４６ 楠橋４ 

４号線 

前 八幡西区大字楠橋１１５１ 

番１地先から 

八幡西区大字楠橋１１６７ 

番１地先まで 

1.5

～

3.1

38.9
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  後 八幡西区楠橋東一丁目１１ 

５２番４地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１１ 

５６番４地先まで 

2.4

～

4.9

28.5

２６５０ 楠橋４ 

８号線 

前 八幡西区大字楠橋１０４６ 

番２３地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１０ 

７２番４地先まで 

2.0

～

3.6

117.2

  後 八幡西区大字楠橋１０４６ 

番２３地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１０ 

７２番４地先まで 

1.9

～

4.8

117.0

２６５２ 楠橋５ 

０号線 

前 八幡西区茶屋の原四丁目１ 

０３０番２０地先から 

八幡西区大字楠橋１０４２ 

番４地先まで 

12.0

～

15.3

118.3

  後 八幡西区茶屋の原四丁目１ 

０３０番１２地先から 

八幡西区大字楠橋１０４２ 

番４地先まで 

12.0

～

12.2

118.0

２６５９ 楠橋５ 

７号線 

前 八幡西区楠橋東一丁目８９ 

９番１地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１０ 

２３番６地先まで 

4.5

～

5.8

190.0

  後 八幡西区楠橋東一丁目８９ 

９番１地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１０ 

２３番６地先まで 

4.5

～

5.8

189.3

２６６１ 楠橋５ 

９号線 

前 八幡西区楠橋東一丁目９０ 

３番３地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１０ 

２０番７地先まで 

4.4

～

17.0

200.8
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  後 八幡西区楠橋東一丁目９０ 

３番３地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１０ 

２０番７地先まで 

4.4

～

17.0

199.8

２６６３ 楠橋６ 

１号線 

前 八幡西区楠橋東一丁目８７ 

８番１地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１０ 

２０番２１地先まで 

4.9

～

8.4

206.7

  後 八幡西区楠橋東一丁目８７ 

８番１地先から 

八幡西区楠橋東一丁目１０ 

２０番８地先まで 

4.9

～

8.4

207.4

２６７８ 楠橋７ 

６号線 

前 八幡西区大字楠橋１８３番 

１０地先から 

八幡西区大字楠橋１９５番 

２地先まで 

6.0

～

6.4

101.4

  後 八幡西区楠橋南一丁目１８ 

３番１５地先から 

八幡西区大字楠橋１９５番 

２地先まで 

6.0

～

6.4

89.7

２６７９ 楠橋７ 

７号線 

前 八幡西区大字楠橋１８０番 

２地先から 

八幡西区大字楠橋１７９番 

５地先まで 

3.7

～

3.8

102.6

  後 八幡西区楠橋南一丁目１８ 

０番１３地先から 

八幡西区大字楠橋１７９番 

５地先まで 

3.7

～

3.8

90.6

２６９９ 楠橋９ 

７号線 

前 八幡西区大字楠橋１３７５ 

番地先から 

八幡西区大字楠橋１３９２ 

番４地先まで 

2.4

～

4.6

155.3
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  後 八幡西区大字楠橋１３７５ 

番地先から 

八幡西区楠橋上方二丁目１ 

３９２番４地先まで 

2.4

～

4.6

155.7

２７００ 楠橋９ 

８号線 

前 八幡西区大字楠橋１３６５ 

番地先から 

八幡西区楠橋上方二丁目１ 

３４８番１地先まで 

1.8

～

3.0

131.0

  後 八幡西区大字楠橋１３６５ 

番地先から 

八幡西区楠橋上方二丁目１ 

３４８番１地先まで 

1.8

～

3.0

131.0

２７０２ 楠橋１ 

００号 

線 

前 八幡西区楠橋上方二丁目１ 

３３０番１地先から 

八幡西区楠橋上方二丁目１ 

１５０番１地先まで 

4.6

～

8.0

192.8

  後 八幡西区楠橋上方二丁目１ 

３３０番１地先から 

八幡西区楠橋上方二丁目１ 

１５０番１地先まで 

3.2

～

8.0

194.7

２７０４ 楠橋１ 

０２号 

線 

前 八幡西区大字楠橋１１７５ 

番１地先から 

八幡西区大字楠橋１１８６ 

番地先まで 

1.8

～

8.2

205.7

  後 八幡西区楠橋東二丁目１１ 

７１番３地先から 

八幡西区大字楠橋１１８６ 

番地先まで 

1.8

～

7.7

249.9

２７０６ 楠橋１ 

０４号 

線 

前 八幡西区大字楠橋１１７１ 

番３地先から 

八幡西区大字楠橋６４７番 

１地先まで 

2.7

～

8.7

534.5
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  後 八幡西区楠橋東二丁目１１ 

７１番３地先から 

八幡西区大字楠橋６４７番 

１地先まで 

3.2

～

8.7

538.4

３５８７ 田町２ 

２号線 

前 八幡西区田町二丁目２４７ 

７番２地先から 

八幡西区田町二丁目１４７ 

１番３地先まで 

5.5

～

16.0

450.7

  後 八幡西区田町二丁目２１９ 

０番１地先から 

八幡西区田町二丁目１４７ 

１番３地先まで 

5.5

～

16.0

445.4

４３４５ 馬場山 

東２３ 

号線 

前 八幡西区馬場山東二丁目４ 

４１番１地先から 

八幡西区馬場山東二丁目１ 

５４２番８地先まで 

3.1

～

15.5

578.5

  後 八幡西区馬場山東二丁目４ 

４１番１地先から 

八幡西区馬場山東二丁目１ 

５４２番８地先まで 

3.1

～

15.5

578.0

４３５０ 馬場山 

東２８ 

号線 

前 八幡西区馬場山東三丁目１ 

５０６番５地先から 

八幡西区馬場山東三丁目１ 

５０６番８地先まで 

5.6

～

6.1

35.2

  後 八幡西区馬場山東三丁目４ 

４５番９地先から 

八幡西区馬場山東三丁目１ 

５０６番６地先まで 

11.4

～

14.1

24.5

４３５１ 馬場山 

東２９ 

号線 

前 八幡西区馬場山東三丁目１ 

５０６番３地先から 

八幡西区馬場山東三丁目１ 

５０６番９地先まで 

4.1 41.6
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  後 八幡西区馬場山東三丁目４ 

４５番９地先から 

八幡西区馬場山東三丁目１ 

５０６番６地先まで 

10.3

～

14.1

30.4

４４０８ 馬場山 

４４号 

線 

前 八幡西区大字馬場山８５６ 

番２地先から 

八幡西区楠橋南一丁目１８ 

７番１地先まで 

2.1

～

7.2

564.1

  後 八幡西区大字馬場山８５６ 

番２地先から 

八幡西区楠橋南一丁目１８ 

７番１地先まで 

2.1

～

7.2

563.9

４４１０ 馬場山 

４６号 

線 

前 八幡西区大字馬場山８３４ 

番地先から 

八幡西区大字馬場山８１４ 

番地先まで 

4.2

～

11.8

293.1

  後 八幡西区大字馬場山８３４ 

番地先から 

八幡西区大字馬場山８１４ 

番地先まで 

4.2

～

11.8

293.7

４４３５ 馬場山 

７１号 

線 

前 八幡西区大字馬場山１３８ 

３番１３地先から 

八幡西区大字馬場山１３９ 

４番１地先まで 

10.2

～

12.8

76.4

  後 八幡西区大字馬場山１３８ 

３番１３地先から 

八幡西区茶屋の原四丁目１ 

３９４番１地先まで 

10.2

～

12.8

76.8

４４３９ 馬場山 

７５号 

線 

前 八幡西区大字馬場山１１５ 

４番３０地先から 

八幡西区馬場山緑８８１番 

６地先まで 

8.2

～

13.3

745.2
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  後 八幡西区大字馬場山１１５ 

４番３０地先から 

八幡西区馬場山緑８８１番 

１４地先まで 

8.2

～

14.8

746.3

４４６４ 馬場山 

１００ 

号線 

前 八幡西区大字馬場山８７２ 

番４地先から 

八幡西区馬場山緑８８０番 

５地先まで 

4.0 190.4

  後 八幡西区大字馬場山８７２ 

番４地先から 

八幡西区馬場山緑８８０番 

５地先まで 

4.0

～

5.1

190.1

４７１９ 藤田１ 

６号線 

前 八幡西区藤田一丁目４０７ 

番２地先から 

八幡西区藤田二丁目２３３ 

４番９地先まで 

7.4

～

8.9

109.7

  後 八幡西区藤田一丁目４０７ 

番２地先から 

八幡西区藤田二丁目２１５ 

番４地先まで 

7.3

～

8.1

103.5

４７２１ 藤田１ 

８号線 

前 八幡西区藤田二丁目１１９ 

番地先から 

八幡西区藤田二丁目２３６ 

番地先まで 

3.1

～

4.2

72.4

  後 八幡西区藤田二丁目１１９ 

番地先から 

八幡西区藤田二丁目２１５ 

番４地先まで 

2.9

～

3.7

64.4

４７２８ 藤田２ 

５号線 

前 八幡西区藤田三丁目４２番 

地先から 

八幡西区藤田三丁目１２６ 

番地先まで 

3.0

～

12.1

190.7
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  後 八幡西区藤田三丁目汐入跨 

道橋から 

八幡西区藤田三丁目１２６ 

番地先まで 

3.0

～

3.5

193.7

４７２９ 藤田２ 

６号線 

前 八幡西区藤田二丁目２１３ 

番１地先から 

八幡西区藤田二丁目５２番 

地先まで 

8.5

～

11.2

68.9

  後 八幡西区藤田二丁目２１８ 

番３地先から 

八幡西区藤田二丁目２１５ 

番４地先まで 

5.0

～

9.5

58.6

４７４１ 藤田３ 

８号線 

前 八幡西区大字藤田２３３４ 

番４地先から 

八幡西区大字藤田４６９番 

３地先まで 

4.2

～

12.5

948.8

  後 八幡西区黒崎城石２３３１ 

番１２地先から 

八幡西区大字藤田４６９番 

３地先まで 

4.2

～

12.5

920.0

４７４３ 藤田４ 

０号線 

前 八幡西区大字藤田２４６８ 

番地先から 

八幡西区大字藤田２３３４ 

番４地先まで 

9.1

～

10.4

92.7

  後 八幡西区田町二丁目２１９ 

０番１地先から 

八幡西区田町二丁目２０５ 

５番１地先まで 

9.5 82.6

４７４４ 藤田４ 

１号線 

前 八幡西区大字藤田２３３０ 

番２５地先から 

八幡西区大字藤田２３２９ 

番５地先まで 

10.4

～

11.4

91.0
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  後 八幡西区黒崎城石２３３０ 

番２２地先から 

八幡西区黒崎城石２２８２ 

番２地先まで 

4.0

～

6.4

74.9

４７４５ 藤田４ 

２号線 

前 八幡西区大字藤田２２７４ 

番１地先から 

八幡西区大字藤田２３０３ 

番７地先まで 

5.1

～

11.3

124.6

  後 八幡西区大字藤田２２９２ 

番１２地先から 

八幡西区大字藤田２３０３ 

番７地先まで 

5.8

～

7.2

123.1

４７９９ 舟町２ 

号線 

前 八幡西区舟町２番６地先か 

ら 

八幡西区舟町４番１地先ま 

で 

5.0

～

7.5

103.3

  後 八幡西区舟町２番６地先か 

ら 

八幡西区舟町４番１地先ま 

で 

5.0

～

6.5

103.2

４８０５ 舟町８ 

号線 

前 八幡西区舟町２２１６番２ 

地先から 

八幡西区舟町２２２６番地 

先まで 

6.2

～

6.3

54.7

  後 八幡西区舟町２２１６番２ 

地先から 

八幡西区舟町２２２６番地 

先まで 

6.2

～

6.3

54.6

５０６９ 本城東 

４５号 

線 

前 八幡西区本城東五丁目４７ 

９番地先から 

八幡西区本城東五丁目４６ 

８番地先まで 

0.9 152.4
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  後 八幡西区本城東五丁目４７ 

９番２地先から 

八幡西区本城東五丁目４６ 

８番地先まで 

0.9

～

1.2

152.7

５０７１ 本城東 

４７号 

線 

前 八幡西区本城東五丁目４７ 

２番１地先から 

八幡西区本城東五丁目４７ 

０番地先まで 

0.5

～

1.8

65.1

  後 八幡西区本城東五丁目４７ 

２番１地先から 

八幡西区本城東五丁目４７ 

０番地先まで 

0.5

～

1.8

65.3

５５２４ 本城東 

６４号 

線 

前 八幡西区本城東五丁目４６ 

３番２地先から 

八幡西区本城東五丁目１２ 

番１０７地先まで 

4.9

～

6.4

188.5

  後 八幡西区本城東五丁目４６ 

３番２地先から 

八幡西区本城東五丁目１２ 

番１０７地先まで 

4.6

～

6.4

187.6

５８５６ 馬場山 

東５０ 

号線 

前 八幡西区馬場山東二丁目４ 

８７番４地先から 

八幡西区馬場山東二丁目４ 

７３番３地先まで 

3.9

～

5.0

76.3

  後 八幡西区馬場山東二丁目４ 

８７番４地先から 

八幡西区馬場山東二丁目４ 

７３番３地先まで 

3.9

～

4.1

76.2

６５５７ 黒崎城 

石１号 

線 

前 八幡西区黒崎城石２２８２ 

番２地先から 

八幡西区黒崎城石２２８０ 

番１地先まで 

24.6

～

25.0

238.1
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  後 八幡西区黒崎城石２２８２ 

番２地先から 

八幡西区黒崎城石２２８０ 

番１地先まで 

25.0 238.1

６５６４ 熊手田 

町１号 

線 

前 八幡西区大字熊手４６９番 

３地先から 

八幡西区田町一丁目２７番 

１地先まで 

9.6

～

16.8

1,434.2

  後 八幡西区大字熊手４６９番 

３地先から 

八幡西区田町一丁目２７番 

１地先まで 

9.6

～

17.2

1,434.9
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北九州市告示第３３３号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和３年９月１７日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。

  令和３年９月１７日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 道路の種類 市道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

２４５５ 西新町１

３号線

門司区西新町二丁目６番７地先から

門司区西新町二丁目１５番１３地先まで

２８４４ 柳町１０

号線

門司区柳町三丁目１４番５地先から

門司区柳町三丁目１５番１７地先まで

２８６９ 柳町３５

号線

門司区柳町三丁目１５番１７地先から

門司区柳町三丁目１０番７地先まで

３０６９ 西新町２

４号線

門司区西新町二丁目１５番２０地先から

門司区西新町二丁目１５番２４地先まで

５０４ 大門金田

１号線

小倉北区大門一丁目３６２番１地先から

小倉北区田町９１番地先まで

５３８ 中井井堀

１号線

小倉北区中井二丁目１０９番５地先から

小倉北区井堀二丁目５番５地先まで

５３９ 井堀１号

線

小倉北区井堀一丁目２０２番５地先から

小倉北区井堀四丁目７番１２地先まで

５４０ 中井１号

線

小倉北区中井五丁目１７番９地先から

小倉北区中井五丁目１９番１地先まで

５４１ 井堀２号

線

小倉北区井堀四丁目８番１１地先から

小倉北区井堀三丁目１０番１地先まで

７０１ 赤坂上富 小倉北区赤坂四丁目３５９番２２地先から
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野１号線 小倉北区上富野五丁目１０４番１地先まで

７４１ 中井井堀

２号線

小倉北区中井三丁目１番１地先から

小倉北区井堀三丁目３６番１２地先まで

７４２ 高峰町板

櫃町１号

線

小倉北区高峰町１１番１地先から

小倉北区板櫃町３１番１３地先まで

１１１６ 赤坂２８

号線

小倉北区赤坂四丁目１７６０番６５地先から

小倉北区赤坂四丁目１７６０番１１１地先まで

１２１５ 井堀５号

線

小倉北区井堀三丁目１０番１０地先から

小倉北区井堀三丁目２４番７地先まで

１２１６ 井堀６号

線

小倉北区井堀三丁目９番１地先から

小倉北区井堀三丁目２４番１３地先まで

１２２５ 井堀１５

号線

小倉北区井堀三丁目２番１地先から

小倉北区井堀三丁目１番１２地先まで

１２２６ 井堀１６

号線

小倉北区井堀三丁目７番１地先から

小倉北区井堀三丁目１３番８地先まで

１２２７ 井堀１７

号線

小倉北区井堀三丁目５番１１地先から

小倉北区井堀三丁目４番１３地先まで

１２３１ 井堀２１

号線

小倉北区井堀一丁目２０２番１地先から

小倉北区井堀四丁目１１番５地先まで

１２５２ 井堀４２

号線

小倉北区井堀二丁目２番１地先から

小倉北区井堀二丁目１３番１地先まで

１２５３ 井堀４３

号線

小倉北区井堀二丁目１１番１地先から

小倉北区井堀二丁目１３番１１地先まで

１２５５ 井堀４５

号線

小倉北区井堀二丁目３番４地先から

小倉北区井堀二丁目４番６地先まで

１２５７ 井堀４７

号線

小倉北区井堀二丁目４番２地先から

小倉北区井堀二丁目７番１４地先まで
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１２５８ 井堀４８

号線

小倉北区井堀二丁目２番４地先から

小倉北区井堀二丁目３番６地先まで

１２５９ 井堀４９

号線

小倉北区井堀二丁目１番３１地先から

小倉北区井堀二丁目３番６地先まで

１２７８ 板櫃町８

号線

小倉北区板櫃町３番２地先から

小倉北区板櫃町１３８６番４地先まで

１９９７ 皿山町１

号線

小倉北区皿山町２５７１番４地先から

小倉北区皿山町１９４６番地先まで

２０６５ 下到津１

０号線

小倉北区下到津二丁目２番１地先から

小倉北区下到津三丁目１２０７番５地先まで

２０８６ 下到津３

１号線

小倉北区下到津四丁目３４番２地先から

小倉北区下到津四丁目７７番２地先まで

２０９１ 下到津３

６号線

小倉北区下到津二丁目４番１地先から

小倉北区下到津二丁目１２４９番３０地先まで

２０９２ 下到津３

７号線

小倉北区下到津二丁目３番１地先から

小倉北区下到津二丁目２番４地先まで

２０９７ 下到津４

２号線

小倉北区下到津二丁目１２番１地先から

小倉北区下到津二丁目４番２地先まで

２３３２ 白萩町４

号線

小倉北区白萩町４番５地先から

小倉北区白萩町１番３地先まで

２４８５ 田町７号

線

小倉北区田町１番２０地先から

小倉北区田町１０１番８地先まで

２５６６ 中井３号

線

小倉北区中井三丁目７番１６地先から

小倉北区中井五丁目１８番５地先まで

２５６８ 中井５号

線

小倉北区中井四丁目１０番８地先から

小倉北区中井四丁目１９番１地先まで

２５８８ 中井２５

号線

小倉北区中井五丁目１５番１４地先から

小倉北区中井五丁目６番３地先まで
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２５９０ 中井２７

号線

小倉北区中井四丁目９番１０地先から

小倉北区中井四丁目７番１地先まで

３０７０ 井堀６２

号線

小倉北区井堀一丁目２０１番２地先から

小倉北区井堀一丁目１３１８番６地先まで

３１１３ 皿山町２

１号線

小倉北区皿山町８３番地先から

小倉北区皿山町１０２番地先まで

５３５ 湯川飛行

場線

小倉南区湯川五丁目８６３番５地先から

小倉南区中曽根東四丁目１８６４番１地先まで

７０７ 曽根下曽

根１号線

小倉南区下曽根二丁目３８３３番地先から

小倉南区大字曽根３３２６番１地先まで

２１６８ 下曽根２

０号線

小倉南区下曽根一丁目２３４８番８地先から

小倉南区下曽根一丁目２３１９番１地先まで

２１６９ 下曽根２

１号線

小倉南区下曽根一丁目２３２５番２地先から

小倉南区下曽根一丁目２３３８番２地先まで

２４４９ 曽根８３

号線

小倉南区中曽根東四丁目１６６８番１８地先から

小倉南区中曽根東三丁目１６６３番２地先まで

２４５３ 曽根８７

号線

小倉南区中曽根東二丁目１９６２番３地先から

小倉南区大字曽根１６９９番地先まで

２４６０ 曽根９４

号線

小倉南区大字曽根１８７６番地先から

小倉南区中曽根東四丁目１８６５番１地先まで

２４６１ 曽根９５

号線

小倉南区大字曽根１８４３番２地先から

小倉南区大字曽根１８５０番地先まで

２４６３ 曽根９７

号線

小倉南区大字曽根１８５７番地先から

小倉南区中曽根東四丁目１６７６番１地先まで

２４９８ 曽根１３

２号線

小倉南区大字曽根３６４番１地先から

小倉南区上曽根二丁目３９６番３地先まで

２６３７ 田原１号

線

小倉南区田原二丁目１７１番１地先から

小倉南区田原二丁目３０番１地先まで
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２７７８ 津田新町

５号線

小倉南区津田新町一丁目１００４番５地先から

小倉南区津田新町一丁目１０１２番１地先まで

２７９２ 津田新町

１９号線

小倉南区津田新町一丁目１００４番１３地先から

小倉南区津田新町一丁目津田新町一丁目無名橋ま

で

２９５８ 長尾２１

号線

小倉南区長尾二丁目３１４番１３地先から

小倉南区長尾二丁目３１８番２１地先まで

４００２ 湯川２５

号線

小倉南区湯川三丁目２４１番８地先から

小倉南区湯川二丁目１１４番８地先まで

４００５ 湯川２８

号線

小倉南区湯川二丁目８３番１地先から

小倉南区湯川二丁目１１５番２６地先まで

４０３１ 湯川新町

３号線

小倉南区湯川新町四丁目８５４番１地先から

小倉南区上葛原二丁目９４９番２地先まで

４０９１ 湯川新町

６３号線

小倉南区湯川新町四丁目９０２番１３地先から

小倉南区湯川新町四丁目９０１番１９地先まで

４０９２ 湯川新町

６４号線

小倉南区湯川新町四丁目９０３番１６地先から

小倉南区湯川新町四丁目９３４番１３地先まで

４６７７ 南若園横

代北町１

号線

小倉南区南若園町２１９番１地先から

小倉南区横代北町二丁目８９６番３地先まで

５６１９ 湯川６０

号線

小倉南区湯川新町四丁目９３４番１８地先から

小倉南区湯川新町四丁目９３４番１９地先まで

５６２０ 湯川６１

号線

小倉南区湯川新町四丁目９３４番３３地先から

小倉南区湯川新町四丁目９３４番３４地先まで

５７１１ 湯川６２

号線

小倉南区湯川二丁目１１４番７地先から

小倉南区湯川二丁目１１４番１地先まで

５８１９ 中曽根東

７号線

小倉南区中曽根新町１４７１番１地先から

小倉南区中曽根東四丁目１８５９番１地先まで
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６０４５ 曽根２２

５号線

小倉南区曽根北町２９３７番７地先から

小倉南区中曽根東五丁目３７５４番１地先まで

６０７２ 新曽根曽

根１号線

小倉南区新曽根４３４２番４地先から

小倉南区大字曽根４３６０番４地先まで

６０７８ 中曽根東

１４号線

小倉南区中曽根東四丁目１８６４番１地先から

小倉南区中曽根東四丁目１８４４番１地先まで

６１４９ 津田新町

５６号線

小倉南区津田新町二丁目９３８番３８地先から

小倉南区津田新町二丁目９４５番９地先まで

６３８２ 長尾６１

号線

小倉南区長尾二丁目３１７番５地先から

小倉南区長尾二丁目３１７番１５地先まで

７２８ 藤ノ木１

号線

若松区藤ノ木二丁目１９２６番９地先から

若松区藤ノ木三丁目１５００番３地先まで

２８９１ 藤ノ木９

号線

若松区藤ノ木二丁目１９２６番９地先から

若松区藤ノ木二丁目８２２番３地先まで

２８９３ 藤ノ木１

１号線

若松区赤島町１番１５地先から

若松区藤ノ木二丁目１１２５番５地先まで

２８９４ 藤ノ木１

２号線

若松区藤ノ木二丁目１９２７番１０地先から

若松区藤ノ木二丁目１９２７番１８地先まで

５０５ 神山町花

尾町１号

線

八幡東区神山町１４３２番２６地先から

八幡東区花尾町１０２番２６地先まで

１０５７ 祝町６号

線

八幡東区祝町二丁目１２１８番５地先から

八幡東区祝町二丁目１１８４番１３地先まで

１５２１ 西台良町

８号線

八幡東区西台良町１３１番６地先から

八幡東区西台良町１３２番９地先まで

２１１２ 荒生田８

号線

八幡東区荒生田一丁目１２０２番５地先から

八幡東区荒生田一丁目１２０２番１３地先まで

６５５ 楠橋南楠 八幡西区楠橋南一丁目１５７番３地先から
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橋上方１

号線

八幡西区楠橋東一丁目９８２番１地先まで

７２３ 町上津役

東上上津

役１号線

八幡西区町上津役東一丁目１３９４番１地先から

八幡西区上上津役四丁目１０６１番１地先まで

７３２ 楠橋１１

号線

八幡西区楠橋東二丁目９７５番１地先から

八幡西区大字楠橋７４７番１地先まで

７６６ 馬場山楠

橋１号線

八幡西区馬場山緑８６６番１地先から

八幡西区大字楠橋４４３番３地先まで

７６７ 馬場山３

号線

八幡西区茶屋の原一丁目２７７番３地先から

八幡西区馬場山緑８６５番３地先まで

２３９８ 上上津役

４９号線

八幡西区上上津役四丁目１３９４番７地先から

八幡西区上上津役三丁目１３９４番１地先まで

２３９９ 上上津役

５０号線

八幡西区上上津役三丁目１４７９番地先から

八幡西区上上津役三丁目１３９４番３２地先まで

２６４２ 楠橋４０

号線

八幡西区大字楠橋１４６５番１地先から

八幡西区楠橋東一丁目１１５２番４地先まで

２６４５ 楠橋４３

号線

八幡西区大字楠橋１１２１番地先から

八幡西区楠橋東一丁目１１５２番４地先まで

２６４６ 楠橋４４

号線

八幡西区楠橋東一丁目１１５２番４地先から

八幡西区楠橋東一丁目１１５６番４地先まで

２６５０ 楠橋４８

号線

八幡西区大字楠橋１０４６番２３地先から

八幡西区楠橋東一丁目１０７２番４地先まで

２６５２ 楠橋５０

号線

八幡西区茶屋の原四丁目１０３０番１２地先から

八幡西区大字楠橋１０４２番４地先まで

２６５９ 楠橋５７

号線

八幡西区楠橋東一丁目８９９番１地先から

八幡西区楠橋東一丁目１０２３番６地先まで

２６６１ 楠橋５９ 八幡西区楠橋東一丁目９０３番３地先から
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号線 八幡西区楠橋東一丁目１０２０番７地先まで

２６６３ 楠橋６１

号線

八幡西区楠橋東一丁目８７８番１地先から

八幡西区楠橋東一丁目１０２０番８地先まで

２６７８ 楠橋７６

号線

八幡西区楠橋南一丁目１８３番１５地先から

八幡西区大字楠橋１９５番２地先まで

２６７９ 楠橋７７

号線

八幡西区楠橋南一丁目１８０番１３地先から

八幡西区大字楠橋１７９番５地先まで

２６９９ 楠橋９７

号線

八幡西区大字楠橋１３７５番地先から

八幡西区楠橋上方二丁目１３９２番４地先まで

２７０２ 楠橋１０

０号線

八幡西区楠橋上方二丁目１３３０番１地先から

八幡西区楠橋上方二丁目１１５０番１地先まで

２７０４ 楠橋１０

２号線

八幡西区楠橋東二丁目１１７１番３地先から

八幡西区大字楠橋１１８６番地先まで

２７０６ 楠橋１０

４号線

八幡西区楠橋東二丁目１１７１番３地先から

八幡西区大字楠橋６４７番１地先まで

３５８７ 田町２２

号線

八幡西区田町二丁目２１９０番１地先から

八幡西区田町二丁目１４７１番３地先まで

４３４５ 馬場山東

２３号線

八幡西区馬場山東二丁目４４１番１地先から

八幡西区馬場山東二丁目１５４２番８地先まで

４３５０ 馬場山東

２８号線

八幡西区馬場山東三丁目４４５番９地先から

八幡西区馬場山東三丁目１５０６番６地先まで

４３５１ 馬場山東

２９号線

八幡西区馬場山東三丁目４４５番９地先から

八幡西区馬場山東三丁目１５０６番６地先まで

４４０８ 馬場山４

４号線

八幡西区大字馬場山８５６番２地先から

八幡西区楠橋南一丁目１８７番１地先まで

４４１０ 馬場山４

６号線

八幡西区大字馬場山８３４番地先から

八幡西区大字馬場山８１４番地先まで

４４３５ 馬場山７ 八幡西区大字馬場山１３８３番１３地先から
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１号線 八幡西区茶屋の原四丁目１３９４番１地先まで

４４３９ 馬場山７

５号線

八幡西区大字馬場山１１５４番３０地先から

八幡西区馬場山緑８８１番１４地先まで

４４６４ 馬場山１

００号線

八幡西区大字馬場山８７２番４地先から

八幡西区馬場山緑８８０番５地先まで

４７１９ 藤田１６

号線

八幡西区藤田一丁目４０７番２地先から

八幡西区藤田二丁目２１５番４地先まで

４７２１ 藤田１８

号線

八幡西区藤田二丁目１１９番地先から

八幡西区藤田二丁目２１５番４地先まで

４７２８ 藤田２５

号線

八幡西区藤田三丁目汐入跨道橋から

八幡西区藤田三丁目１２６番地先まで

４７２９ 藤田２６

号線

八幡西区藤田二丁目２１８番３地先から

八幡西区藤田二丁目２１５番４地先まで

４７４３ 藤田４０

号線

八幡西区田町二丁目２１９０番１地先から

八幡西区田町二丁目２０５５番１地先まで

４７４４ 藤田４１

号線

八幡西区黒崎城石２３３０番２２地先から

八幡西区黒崎城石２２８２番２地先まで

４７４５ 藤田４２

号線

八幡西区大字藤田２２９２番１２地先から

八幡西区大字藤田２３０３番７地先まで

４７９９ 舟町２号

線

八幡西区舟町２番６地先から

八幡西区舟町４番１地先まで

４８０５ 舟町８号

線

八幡西区舟町２２１６番２地先から

八幡西区舟町２２２６番地先まで

５０６９ 本城東４

５号線

八幡西区本城東五丁目４７９番２地先から

八幡西区本城東五丁目４６８番地先まで

５０７１ 本城東４

７号線

八幡西区本城東五丁目４７２番１地先から

八幡西区本城東五丁目４７０番地先まで

５８５６ 馬場山東 八幡西区馬場山東二丁目４８７番４地先から
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５０号線 八幡西区馬場山東二丁目４７３番３地先まで

６５５７ 黒崎城石

１号線

八幡西区黒崎城石２２８２番２地先から

八幡西区黒崎城石２２８０番１地先まで

６５６４ 熊手田町

１号線

八幡西区大字熊手４６９番３地先から

八幡西区田町一丁目２７番１地先まで

７０１８ 上上津役

１５１号

線

八幡西区上上津役三丁目１３９４番２８地先から

八幡西区上上津役三丁目１３９４番３３地先まで

７０８９ 楠橋東２

号線

八幡西区楠橋東一丁目１０２６番１地先から

八幡西区楠橋東一丁目１０２４番１地先まで

７０９１ 楠橋南４

号線

八幡西区楠橋南一丁目１７９番２４地先から

八幡西区楠橋南一丁目１７９番８地先まで

７０９２ 馬場山緑

７号線

八幡西区馬場山緑８１２番１０地先から

八幡西区馬場山緑８１２番１７地先まで

７０９３ 馬場山緑

８号線

八幡西区馬場山緑８６６番６地先から

八幡西区馬場山緑８８１番９地先まで
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北九州市告示第３３４号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和３年９月１７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市八幡西区大字熊手２４６５番１の一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  クロロエチレン、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロ

ロエチレン、１，２－ジクロロエチレン、１，３－ジクロロプロペン、ジク

ロロメタン、テトラクロロエチレン、１，１，１－トリクロロエタン、１，

１，２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及

びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セ

レン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物、ふっ素及び

その化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカルブ、チウラム

、ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及び

その化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合

物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 
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北九州市告示第３３５号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第５３条第１項

の規定により、居宅サービス事業者及び介護予防サービス事業者を指定したの

で、同法第７８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとお

り告示する。 

  令和３年９月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治 

1 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

５０５８

８０ 

ヘルパーステー

ションｐａｎｄ

ａ 

北九州市小倉南

区下城野二丁目

５番１１号 

合同会社ＬＭ

Ｎ 

令和３年９

月１日 

４０７０

７０８０

１３ 

ヘルパーステー

ション山桃 

北九州市八幡西

区高江二丁目３

番５号 

株式会社リー

ベ介護サービ

ス 

令和３年９

月１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０６６

６９０８

２９ 

訪問看護ＬＬＣ 北九州市八幡西

区則松六丁目３

番２８号 

看護のための

合同会社 

令和３年９

月１日 

４０６６

６９０８

３７ 

訪問看護ステー

ションなでしこ 

北九州市八幡東

区宮の町一丁目

２番２０号 

株式会社きん

もくせい 

令和３年９

月１日 

３ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

３０１４

０５ 

ライフラボ戸畑 北九州市戸畑区

中原西三丁目３

番３６号 

株式会社ホッ

トウィル 

令和３年９

月１日 

４０７０

５０５８

９８ 

デイサービスい

こいの里曽根こ

すもす 

北九州市小倉南

区曽根北町２番

６号 

株式会社ウキ

シロホールデ

ィングス 

令和３年９

月１日 

４０７０

５０５９

０６ 

デイサービスい

こいの里曽根も

みじ 

北九州市小倉南

区曽根北町２番

６号 

株式会社ウキ

シロホールデ

ィングス 

令和３年９

月１日 

４ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０ ライフシンフォ 北九州市戸畑区 ライフシンフ 令和３年９ 
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３０１３

９７ 

ニア 中原西二丁目１

７番５号 

ォニア株式会

社 

月１日 
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北九州市告示第３３６号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定

居宅サービス事業者から廃止の届出があったので、同法第７８条第２号の規定

により、次のとおり告示する。 

  令和３年９月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

４００８

０１ 

恵友会ヘルパー

ステーション 

北九州市小倉北

区霧ケ丘三丁目

９番２０号 

医療法人社団

恵友会 

令和３年８

月３１日 

４０７０

７０２６

３６ 

華里おひさま園

ヘルパーステー

ション 

北九州市八幡西

区引野二丁目１

２番４６号 

医療法人権頭

クリニック 

令和３年８

月３１日 

４０７０

７０７８

９０ 

ヘルパーステー

ションまほろば 

北九州市八幡西

区野面一丁目８

番１号 

株式会社まほ

ろば 

令和３年８

月３１日 

２ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

３０１２

３１ 

エスパレス一枝

デイサービスセ

ンター 

北九州市戸畑区

一枝二丁目３番

２０号 

第一ケアサー

ビス株式会社

令和３年８

月３１日 

４０７０

３０１２

８０ 

デイサービス

ぶるま 

北九州市戸畑区

中本町３番１０

号 

株式会社Ｂｉ

ｌｌｓ 

令和３年８

月３１日 

４０７０

５０５６

７４ 

デイサービスセ

ンターいこいの

里曽根弐番館 

北九州市小倉南

区曽根北町２番

６号 

株式会社ウキ

シロホールデ

ィングス 

令和３年８

月３１日 
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北九州市告示第３３７号

北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により放置自転車を移動し、保管し

たので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

 令和３年９月１７日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、保管した自転車

の台数、移動し、保管した年月日並びに保管及び返還を行う場所

  別表のとおり

２ 返還事務を行う時間

  月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

  土曜日 午後１時から午後５時まで

  ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日並びに令和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日は、返還

事務を行わない。

３ 問合せ先

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建設局道路部道路維持課（電話 ０９３－５８２－２２７４）

４ 返還を受けるために必要な事項

  自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名並びに当該自転

車の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

５ その他

  この告示に係る自転車について、この告示の日から起算して６月を経過し

ても利用者等が当該自転車を引き取らない場合は、北九州市において処分す

る。

別表

移動し、保管した自転車

が放置されていた場所

移動し、

保管した

自転車の

台数

移動し、保

管した年月

日

保管及び返還を行う

場所

門司区自転車放置禁止区

域外

２台 令和３年８

月３日

北九州市門司区西海

岸一丁目３番

西海岸自転車保管所

ＪＲ小倉駅周辺地区自転

車放置禁止区域

２３台 令和３年８

月２５日

北九州市小倉北区青

葉二丁目１番
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ＪＲ西小倉駅周辺地区自

転車放置禁止区域

３台 令和３年８

月１９日

青葉自転車保管所 

小倉北区自転車放置禁止

区域外

２台 令和３年８

月２日

北九州市小倉南区下 

城野一丁目１番 

下城野自転車保管所１台 令和３年８

月１２日

１台 令和３年８ 

月１８日 

２台 令和３年８ 

月１９日 

１台 

あ 

令和３年８ 

月２４日 

１８台 令和３年８ 

月２５日 

２台 

あ 

令和３年８ 

月３１日 

ＪＲ下曽根駅周辺地区自

転車放置禁止区域

４台 令和３年８ 

月１３日 

北九州市小倉南区八

重洲町１６番

八重洲自転車保管所 

小倉南区自転車放置禁止

区域外

２台 令和３年８ 

月２日 

北九州市小倉南区下 

城野一丁目１番 

下城野自転車保管所３台 令和３年８ 

月３日 

２台 令和３年８ 

月６日 

３台 令和３年８ 

月１７日 

３台 令和３年８ 

月１８日 

２台 令和３年８ 

月２３日 

３台 令和３年８ 

月２６日 

２台 令和３年８
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月３０日

ＪＲ若松駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１台 令和３年８

月５日

北九州市若松区響南

町８番

小石自転車保管所若松区自転車放置禁止区

域外

１台 令和３年８

月２５日

八幡東区自転車放置禁止

区域外

１台 令和３年８

月２日

北九州市八幡西区大

字藤田２３１９番６

藤田自転車保管所

ＪＲ折尾駅周辺地区自転

車放置禁止区域

５台 令和３年８

月１７日

北九州市八幡西区長

崎町２番

長崎町自転車保管所ＪＲ本城駅周辺地区自転

車放置禁止区域

５台 令和３年８

月２６日

ＪＲ陣原駅周辺地区自転

車放置禁止区域

３台 令和３年８

月１１日

八幡西区自転車放置禁止

区域外

２台 令和３年８

月６日

北九州市八幡西区大

字藤田２３１９番６

藤田自転車保管所１台 令和３年８

月１８日

４台 令和３年８

月２３日

２台 令和３年８

月２７日

ＪＲ戸畑駅周辺地区自転

車放置禁止区域

４台 令和３年８

月２３日

北九州市戸畑区三六

町１３番

三六自転車保管所戸畑区自転車放置禁止区

域外

１台 令和３年８

月２日

１台 令和３年８

月５日

１台 令和３年８

月１０日

１台 令和３年８

月１６日

１台 令和３年８

月１７日
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北九州市公告第６７６号

 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定

により次のとおり公告する。 

  令和３年９月１７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

（１） 業務名 北九州市立学校屋内運動場バスケットゴール更新業務（そ 

の７若松区） 

（２）  業務の内容等 入札説明書及び仕様書で定めるとおり 

（３）  契約期間 契約締結の日から令和４年３月３１日まで 

（４）  履行場所 北九州市が指定する場所 

（５）  入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（２）  北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 有資格業者名簿に記載されている等級がＡ又はＢであること。 

（４） 有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市

内にあること。 

（５）  北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

（１）  契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

  イ 日時 この公告の日から令和３年１０月１２日まで（日曜日、土曜日
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及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで 

（２）  入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 

（３）  入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４）  競争参加資格確認申請書の提出 この公告に係る一般競争入札に参

加を希望する者は、令和３年９月２７日までに競争参加資格確認申請書を

北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課に提出しなければならない。 

（５）  郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に

より令和３年１０月１１日正午までに必着のこと。 

（６）  入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎東棟８階８０１会議室 

  イ 日時 令和３年１０月１２日午前１０時 

４ その他 

（１）  契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条   

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５   

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３）  入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４）  落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

（５）  契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 
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   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市公告第６７７号

 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定

により次のとおり公告する。 

  令和３年９月１７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

（１） 業務名 北九州市立学校屋内運動場バスケットゴール更新業務（そ 

の８小倉北区（小学校）） 

（２）  業務の内容等 入札説明書及び仕様書で定めるとおり 

（３）  契約期間 契約締結の日から令和４年３月３１日まで 

（４）  履行場所 北九州市が指定する場所 

（５）  入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（２）  北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 有資格業者名簿に記載されている等級がＡ又はＢであること。 

（４） 有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市

内にあること。 

（５）  北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

（１）  契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

  イ 日時 この公告の日から令和３年１０月１２日まで（日曜日、土曜日
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及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで 

（２）  入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 

（３）  入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４）  競争参加資格確認申請書の提出 この公告に係る一般競争入札に参

加を希望する者は、令和３年９月２７日までに競争参加資格確認申請書を

北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課に提出しなければならない。 

（５）  郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に

より令和３年１０月１１日正午までに必着のこと。 

（６）  入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎東棟８階８０１会議室 

  イ 日時 令和３年１０月１２日午前１１時 

４ その他 

（１）  契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条   

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５   

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３）  入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４）  落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

（５）  契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 
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   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市公告第６７８号
次の物品について、一般競争入札により物品調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２
２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
令和３年９月１７日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 調達内容

購入品目及び数量 防火衣（安全帯付）他２品 一式

購入物品の仕様 仕様書に定めるとおり

履行期限 令和４年２月２８日

納入場所 市が指定する場所

２ 競争入札参

加資格（次の

いずれにも該

当する者であ

ること。）

登録 有資格業者名簿（注１）に記載されていること。

所在地 有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内にあること。

実績
令和元年度以降において、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以

下「本市」という。）が発注した１件１６０万円を超える物品等供給契約における指

名の実績又は契約の履行実績（随意契約によるものを含む。）があること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 契約条項を

示す場所及び

期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間 この公告の日から本件開札日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

４ 競争参加資

格確認申請書

提出期間

この公告の日から令和３年９月３０日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

５ 入札書の受

付期間

令和３年１０月８日から同月１４日まで（注２）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月１５日午前９

時から午後２時まで

６ 開札の場所

及び日時

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

日時 令和３年１０月１５日午後２時１０分

７ 入札及び契

約に関する条

件

入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の５以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号の

いずれかに該当する場合は、免除する。

入札方法

総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とする。

電子入札案件 この公告に係る入札は、原則として電子入札システムにより行う。

８ 落札者の決

定方法

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者

を落札者とする。

９ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１０ その他

（１） この調達に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２） 入札説明書及び仕様書は、北九州市技術監理局契約部ホームページからダウンロードする方法に

より交付する。ただし、これにより難い場合は、第３項に示す場所及び期間において無償で交付する。

（３） この入札に係る競争参加資格確認通知を受けていない者は、当該入札に参加することができない

    。

（４） 原則として、入札者名義のＩＣカード（注３）を取得し、北九州市電子入札システムの利用者登

録を完了していること。

（５） この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話 ０９３－５８２－２０

１７）とする。

注１ 北九州市物品等供給契約の競争参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項

に規定する有資格業者名簿をいう。

注２ この公告第３項から第５項までに規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３ 北九州市電子入札用電子証明書（ＩＣカード）登録要領第３条に規定するＩＣカードをいう。
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北九州市公告第６７９号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により、次のと

おり公告する。

令和３年９月１７日

                    北九州市長 北 橋 健 治

（掲示により別紙省略）
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北九州市上下水道局公告第１１５号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市上下水道局物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号

）第２条において準用する北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次の

とおり公告する。 

  令和３年９月１７日 

               北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

１ 特定役務の名称及び数量

  水道施設台帳システム構築業務 一式

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

  北九州市上下水道局水道部浄水課

  北九州市小倉北区大手町１番１号

３ 契約の相手方を決定した日

  令和３年７月２９日

４ 契約の相手方の名称及び住所

  株式会社ジオクラフト

  北九州市小倉北区大手町３番１号

５ 契約金額

１億１ , ８８０万円
６ 契約の相手方を決定した手続

  随意契約

７ 随意契約による理由

  政令第１１条第１項第２号に該当するため
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北九州市上下水道局公告第１１６号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という 。） 第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市上下水道局物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号

）第２条において準用する北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次の

とおり公告する。 

令和３年９月１７日 

北九州市上下水道局長 兼 尾  明 利 

１ 特定役務の名称及び数量 

上下水道料金システム大規模改修業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

北九州市上下水道局総務経営部営業課 

北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和３年８月３１日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

日本電気株式会社北九州支店 

北九州市小倉北区堺町一丁目３番１５号 

５ 契約金額 

１億８，５９６万５００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約の理由 

政令第１１条第１項第１号に該当するため 
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